
兵庫地域公害防止計画案（概要版）

第１章 計画の概要

１ 計画策定の趣旨
計画対象地域の平成１３年度における主な環境質の状況は次のとおりであり、依然として改

善すべき課題が残されている。このため、本計画は、総合的な公害防止対策を講じることによ

り、環境への負荷をできる限り低減し、公害の早急な解決を図るとともに、公害の未然防止の

徹底に努めることにより、地域住民の健康を保護し、生活環境を保全する計画として策定する

ものである。

(1) 大気汚染

項 目 環境基準達成状況

二酸化硫黄及び一酸化炭素 全局で環境基準達成

二酸化窒素 一般大気測定局４９局の全局で環境基準達成
自動車排出ガス測定局２５局中４局で環境基準未達成

浮遊粒子状物質 一般大気測定局４９局中１０局で環境基準未達成
自動車排出ガス測定局１７局中１０局で環境基準未達成

光化学オキシダント 一般大気測定局４３局の全局で環境基準未達成

(2) 水質汚濁

項 目 環境基準達成状況

河川のＢＯＤ(生物化学的酸素要求量) ２５水域中４水域で環境基準未達成

海域のＣＯＤ(化学的酸素要求量) １９水域中６水域で環境基準未達成

(3) 騒音

項 目 環境基準達成状況

自動車騒音 １６８測定地点中７２地点で全時間帯で環境基準未達成

新幹線騒音 ２７測定地点中１０地点で環境基準未達成

航空機騒音 １２測定地点中４地点で環境基準未達成

２ 地域の範囲
環境基準等の超過状況等を評価・勘案した結果、環境大臣により計画策定指示において指定

された、次の１１市１町を対象とする。

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、

川西市及び播磨町

３ 計画の目標
(1) 目標年次：平成１８年度

(2) 目 標 ：大気汚染、水質汚濁、騒音に関する環境基準の達成（別表参照）

４ 計画の主要課題
(1) 交通公害

国道４３号をはじめとする大気汚染及び騒音の著しい道路沿道や山陽新幹線鉄道沿線にお

ける交通公害の防止を図る。



(2) 河川の水質汚濁

水質汚濁の著しい河川のＢＯＤに係る水質汚濁の防止を図る。

(3) 大阪湾及び播磨灘の水質汚濁

大阪湾及び播磨灘のＣＯＤに係る水質汚濁並びに大阪湾の窒素及び燐による富栄養化の防

止を図る。

(4) 地下水汚染

トリクロロエチレン等による地下水汚染の防止を図る。

５ 計画の期間
平成１４年度から平成１８年度までの５年間

第２章 公害防止施策

１ 主要課題への対応
(1) 交通公害

① 国道４３号等阪神地域の主要５幹線道路沿道の自動車排出ガスに係る大気汚染対策及び

騒音対策

（対象道路）

当地域において、過去５年間に、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、騒音の環境基準のい

ずれについても超過のある次の５路線を対象とした。

ⅰ 国道43号及び阪神高速３号神戸線(国道43号との併走区間)

ⅱ 国道2号(尼崎市から神戸市の区間)及び阪神高速3号神戸線(国道2号との併走区間)

ⅲ 国道171号

ⅳ 国道176号及び中国縦貫自動車道(川西市から宝塚市の区間)

ⅴ 県道米谷昆陽尼崎線

ア 当該課題に係る要因分析

・対象道路周辺地域は、人口、産業、交通等が集中している。

・各路線が相互に関連している。

・交通量が極めて多く、大型車の混入率も高い。

イ 達成目標

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の概ね達成を図るとともに、騒音につ

いては、要請限度を超過している地点については、要請限度以下のレベルとし、要請

限度以下のレベルであるものの、環境基準を達成していない地点については、環境基

準の概ね達成を図る。

ウ 今後講ずる主な施策

(ｱ) 自動車単体対策

・国道４３号等における黒煙取締りを実施する。

・黒煙監視モニター制度を実施する。

・低公害車導入補助の拡充等、支援策を強化する。

・天然ガス供給施設設置を促進する。

・自動車ＮＯx・ＰＭ法に基づく新たな車種規制を実施する。

・最新規制適合車の購入に係る低利融資等の支援策を実施する。

・低硫黄軽油の早期提供を促進する。

(ｲ) 新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の推進



・公共車両優先システム(ＰＴＰＳ)の整備等新交通管理システム(ＵＴＭＳ)の導入

を進める。

(ｳ) ＴＤＭ施策の推進

・総合的な交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策を推進する。

(ｴ) 道路ネットワークの整備等による交通流の分散、円滑化

・阪神高速２号淀川左岸線の整備等を進める。

(ｵ) 交通円滑化のための道路改良等

・交通渋滞解消のため、交差点改良や道路拡幅等を実施する。

・国道43号等道路改良計画に併せて信号機の運用の見直しを実施する。

(ｶ) 環境ロードプライシング

・試行中の環境ロードプライシングについて、学識経験者等ならなる検討会におい

て試行の効果を評価する。この評価を踏まえ、継続等について更なる協議・検討

を行い、その結果を踏まえ、適切な措置を講ずる。

(ｷ) 低騒音舗装、遮音壁等の整備

・低騒音舗装や遮音壁の設置等の整備を推進する。

(ｸ) 環境防災緑地の整備

・買取要望に対応し用地買収を行い、環境防災緑地の整備を推進する。

(ｹ) 沿道地区整備

・沿道法に基づく街づくりを推進する。

(ｺ) 土壌脱硝及び光触媒のフィールド試験

・土壌脱硝装置を設置し継続的に調査を行い、効果を分析・評価する。

・光触媒塗布の効果の把握を行う。

(ｻ) 調査・測定

・国道４３号沿道における測定をさらに充実する。

・国道２号においても、新たな測定局を設置する。

自動車排出ガス規制、車種規制

自動車単体対策 ディーゼル車の黒煙対策

低公害車導入の促進

特殊車両通行許可違反、過積載車両

の取締り

交通需要の調整・ 新交通管理システム(UTMS)の推進

自 低減 ＴＤＭ施策の推進

動

車 道路ネットワークの整備等による

交 交通流の分散、円滑化

通 交通流対策 交通円滑化のための道路改良等

公 環境ロードプライシング

害 ドライバーへの情報提供の強化

対

策 低騒音舗装、遮音壁等の整備

道路構造等対策 環境防災緑地の整備

沿道地区整備

土壌脱硝及び光触媒のﾌｨｰﾙﾄﾞ実験

調査・測定 常時監視等



② 山陽新幹線鉄道沿線における騒音対策

ア 当該課題に係る要因分析

・新幹線は、当地域の中央やや南よりを東西に横断し、全国の事業活動や国民生活に

とって欠くことのできない幹線鉄道となっている。

・沿線は、一部のトンネル区間を除き概ね市街地であることから、これまでも騒音や

振動が大きな問題となってきた。

・近年、目的地までの所用時間の短縮が図られた結果、列車の走行速度が上昇してお

り、様々な騒音対策にもかかわらず、その効果が弱められる結果となっている。

イ 達成目標

下記の施策を講じることにより、環境基準の早期達成をめざす。

ウ 今後講ずる主な施策

(ｱ) 発生源対策

・低騒音新型列車の積極的導入、列車の速度調整等を推進する。

・防音壁の改良、バラストマットの敷設等総合的な対策を促進する。

(ｲ) 新幹線公害対策連絡会等の開催

・県と関係市町とで構成する「新幹線鉄道公害対策連絡会」等を開催し、国等関係

機関との連絡調整、西日本旅客鉄道㈱等に対する交渉、沿線住民の苦情の状況等

について情報交換等を行う。

(ｳ) 調査研究・普及啓発

・新幹線鉄道騒音低減新技術の開発・導入等を促進するため、発生源調査研究体制

の整備を図る。

(ｴ) 次期騒音対策の実施

・平成１５年度に実施される第３次７５デシベル対策の効果等を把握するための調

調査の結果に基づき、環境基準達成に向けた次期対策の検討及び実施を図る。

低騒音新型列車の導入及び旧型車両の廃止

新 車両対策 新型列車の速度調整

幹 発生源対策 パンタグラフの改良

線 改良型防音壁新設・嵩上げ

鉄 地上対策 バラストマット、弾性枕木の敷設

道 レール削正

騒 架線改良 等

音 沿線土地利用対策 沿線の土地利用の適正化

対 新幹線公害対策連絡会等の開催

策 その他調査研究・普及啓発等 発生源調査研究体制の整備

騒音調査体制の整備、測定器の精度向上等

(2) 河川の水質汚濁
（対象河川）

当地域内の河川の水域のうち、平成１３年度に環境基準を達成していない猪名川下流

(1) 、喜瀬川及び別府川を対象とした。.

.猪名川下流(1)：猪名川の流域のうち、箕面川合流点より下流の区域（但し、藻川分岐点から藻川合流

点を除く)及び藻川の区域。

① 猪名川下流(1)・喜瀬川・別府川のＢＯＤに係る水質汚濁対策

ア 当該課題に係る要因分析

・これらの河川のＢＯＤ汚濁負荷量は生活系が最も大きな割合を占めている。



イ 達成目標

各河川の環境基準点である中園橋 猪名川下流(1) 野添橋 喜瀬川 十五社橋 別（ ）、 （ ）、 （

府川）において、環境基準の達成を図る。

ウ 今後講ずる主な施策

(ｱ) 生活排水処理施設の整備

・各流域において、引き続き流域下水道の整備を進める。

(ｲ) 工場・事業場対策

・流域下水道未接続の事業場に対して、接続を徹底していく。

(ｳ) 共通施策の推進

・以下に記載の河川の水質汚濁対策に係る共通施策を推進する。

② 河川の水質汚濁対策に係る共通施策

ア 生活排水対策の推進

・ 生活排水９９％大作戦」を展開し、各市町で策定された「生活排水処理計画」に基「

づき、生活排水処理施設の整備を計画的に推進する。

イ ひょうごの森・川・海再生プランの推進

・ ひょうごの森・川・海再生プラン」に基づき、森林、河川、沿岸域等の各分野にお「

ける環境再生について、参画と協働のもと、モニタリング等を行いながら、流域ぐる

みでの取り組みを進めていく。

ウ 工場、事業場の排水規制

・水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び環境の保全と創造に関する条例に

基づき、排水基準等の立入検査を実施し、監視指導を徹底する。

エ しゅんせつ事業

・水質の悪化や悪臭の発生状況に応じて、しゅんせつ事業を実施する。

オ 皮革排水対策

・皮革産業からの排水について、姫路市及び川西市の６地区で前処理を行うとともに、

下水道終末処理場において前処理場排水を終末処理する。

・姫路市の前処理場及び下水道終末処理場から発生する汚泥について、兵庫西エース

センターで溶融処理し、資源利用を図る。

カ 畜産排水等の処理対策

・ さわやか畜産確立対策 に基づき 家畜ふん尿処理施設の整備等の事業を推進する「 」 、 。

下水道の整備
農業集落排水施設の整備

生活排水対策 コミュニティ・プラントの整備
の実施 合併処理浄化槽の普及促進

し尿処理施設の高度化
生活排水処理施設整備への助成

河 市町への技術的支援
川 ひょうごの森・川・海再生プランの推進
の 工場、事業場 排水基準の遵守の指導
水 の排水規制 総量規制基準による規制・指導
質 しゅんせつの実施
汚 皮革排水対策の実施
濁 家畜ふん尿処理施設の整備
対 環境保全関連機械施設の導入促進
策 家畜排水対策 家畜ふん尿処理技術実用化調査の実施

堆きゅう肥の生産指導及び有効利用
知識、技術の普及啓発

水質環境基準の類型指定
環境影響評価の推進
河川環境保全思想の普及啓発



(3) 大阪湾及び播磨灘の水質汚濁
① 大阪湾及び播磨灘のＣＯＤ対策並びに大阪湾の富栄養化対策

ア 当該課題に係る要因分析

・閉鎖性水域が持つ海水交換の悪さ 植物プランクトンの増殖によるＣＯＤの内部生産、 、

過去に堆積した底泥の影響等により、流入汚濁負荷の削減が水質改善に直ちに結びつ

かない状況がある。

・ＣＯＤの抑制を図るためには、ＣＯＤの削減と併せて窒素・燐の負荷量を削減するこ

とが効果的である。

イ 達成目標

大阪湾及び播磨灘のＣＯＤ、大阪湾の窒素及び燐について、環境基準の達成を図る。

ウ 今後講ずる主な施策

(ｱ) 第５次水質総量削減計画の推進

Ａ 生活排水処理施設の整備等

・下水道の整備の一層の促進を図るほか、農業集落排水処理施設、合併処理浄化

槽等の施設及び汚泥再生処理センターの整備を促進する。

・下水道の高度処理について、流域別下水道整備総合計画に基づき実施を図る。

・下水道処理区域の拡大により、併せて産業系排水の処理を進める。

Ｂ 水質総量規制基準の遵守

・水質総量規制基準の遵守・徹底を図ることにより、汚濁負荷量の削減を図る。

Ｃ 小規模排水対策の指導等

・総量規制基準が適用されない小規模事業場等排水、畜産排水などの汚濁負荷量

を削減するため必要な指導等を行う。

Ｄ 廃棄物処理施設の整備

・廃棄物の処理を進め、播磨灘へ流入する汚濁負荷量の削減を図るため、新たな

一般廃棄物最終処分場を整備する。

Ｅ その他

・汚濁負荷量を削減するため、底質改善対策、監視体制の整備、調査研究体制の

整備等を実施する。

(ｲ) 富栄養化防止対策

・水質汚濁防止法に基づく窒素及び燐の排水基準並びに「窒素及び燐に係る削減指

導要領」に基づく水質管理値遵守の徹底 「第５次水質総量削減計画」に基づく、

排出負荷量の削減等、総合的な対策を推進する。

(ｳ) 失われた良好な環境の回復・創造の推進

・開発等に伴い失われた藻場、干潟の回復を図るとともに、良好な環境や多様な生

態系の創出に努め、水質のより一層の改善を図る。

(ｴ) しゅんせつの推進

・港湾のしゅんせつ、覆砂等を計画的に行う。

(ｵ) 流出油対策

・オイルフェンス、吸着剤等を保管し、流出油の発生に備えるとともに、船舶廃油

の不法投棄防止のための指導、監視、取締りを徹底する。



下水道の整備
下水道の高度処理の導入

生活排水処理 農業集落排水施設の整備
施設の整備等 合併処理浄化槽等整備

大 生活排水処理施設の維持管理の徹底
阪 水質総量規制 総量規制基準による規制・指導
湾 第５次水質総量 基準の遵守
及 削減計画の推進 小規模排水対 小規模事業場等の指導
び 策の指導等 畜産排水対策 等
播 普及啓発等の促進
磨 廃棄物処理施設の整備
灘 底質改善対策
の その他 監視体制の整備
水 調査研究体制の整備 等
質 水質汚濁防止法に基づく排水基準の遵守徹底
汚 窒素及び燐に係る削減指導要領に基づく水質管理値
濁 富栄養化防止対 の遵守徹底
対 策 第５次水質総量削減計画に基づく排出負荷量の削減
策 下水道の高度処理の導入

失われた良好な環境の回復・創造の推進
しゅんせつの推進
流出油対策

(4) トリクロロエチレン等揮発性有機塩素化合物による地下水汚染
① 当該課題に係る要因分析

・環境基準を超える汚染が確認された１７地区のうち１０地区については、トリクロロエ

チレン等揮発性有機塩素化合物を使用する工場・事業場が原因であることを特定できた

が、７地区については原因の特定に至っていない。

② 達成目標

新たな汚染が発見された場合には原因究明を行い、原因者に対して改善指導を行うとと

もに、既存の汚染地区については、環境基準の達成を図る。

③ 今後講ずる主な施策

・水質汚濁防止法の規定に基づき、工場・事業場に対し、有害物質の地下浸透規制等を徹

底するとともに、地下水の水質を把握するため、概況調査及び定期モニタリング調査に

より、常時監視を実施する。

・既に地下水汚染等が発見されている汚染地区であって、未だに原因が把握できていない

ものについては、原因究明を行うとともに、原因が明らかになった地区については、汚

染原因者に対する浄化対策の指導等を行う。

・新たに地下水汚染が発見された場合は、井戸水等の飲用指導を行うとともに、その原因

を究明するための汚染井戸周辺地区調査を行うことにより、汚染範囲の把握及び原因究

明を行い、汚染原因者に対して浄化対策の指導等を行う。

・土壌汚染対策法に基づき、工場・事業場の敷地内での土壌汚染により、健康被害が生じ

ることのないよう、適切な施行を行う。

汚濁状況の監視 常時監視の実施
地
下 既存の汚染発見地区 汚染原因究明
水 における対策 汚染原因者への浄化対策の指導 等
汚
染 井戸水等の飲用指導
対 新たな汚染発見地区 汚染範囲の把握及び原因究明
策 における対策 汚染原因者への浄化対策の指導 等

人の健康被害の防止 土壌汚染対策法の適正施行



２ 大気汚染対策
(1) 窒素酸化物対策

「１主要課題への対応(1)交通公害①国道４３号等阪神地域の主要５幹線道路の自動車排

ガスに係る大気汚染対策及び騒音対策」における記述内容に同じ。

(2) 浮遊粒子状物質対策
① 固定発生源対策

・大気汚染防止法に基づく排出基準及び環境の保全と創造に関する条例に基づく排出基準

の遵守徹底を図るとともに、燃焼管理等について指導する。

・使用燃料の良質化、省エネルギー化等の対策を推進するとともに、特に廃棄物の焼却に

伴う的確な規制、指導を進める。

・粉じん対策として、法及び条例に基づく規制基準の遵守徹底を図るとともに、必要に応

じて堆積場への散水、工場内の緑化等適切な対策を指導する。

② 移動発生源対策

「１主要課題への対応(1)交通公害①国道４３号等阪神地域の主要５幹線道路の自動車

排ガスに係る大気汚染対策及び騒音対策」における記述内容に同じ。

(3) 光化学オキシダント対策
① 固定発生源対策

・工場・事業場について、大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく

規制を徹底する。

・低ＮＯxバーナーの導入や適切な燃焼管理の徹底、都市ガス等の良質燃料への転換を推

進する。

・固定型内燃機関の設置・変更に際して、脱硝装置の設置等積極的な対策を推進する。

・炭化水素類について、工場・事業場における使用状況及び排出状況の把握に努める。

・ベンゼンについて、環境基準の遵守を徹底するため、監視を行い、必要に応じて法令

に基づき報告徴収及び勧告を行う。

・廃棄物処理施設の機能向上によりＮＯxの排出抑制を図るため 新たな施設整備を行う、 。

② 移動発生源対策

「１主要課題への対応(1)交通公害①国道４３号等阪神地域の主要５幹線道路の自動車

排ガスに係る大気汚染対策及び騒音対策」における記述内容に同じ。

３ 水質汚濁対策
(1) 河川の水質汚濁対策

「１主要課題への対応(2)河川の水質汚濁」における記述内容に同じ。

(2) 海域の水質汚濁対策
「１主要課題への対応(3)大阪湾及び播磨灘の水質汚濁」における記述内容に同じ。

(3) 湖沼の水質汚濁対策
ＣＯＤに係る環境基準を達成するとともに、新たに類型指定を行った燐に係る環境基準

の達成を図るため、汚濁負荷の発生源別等に水質保全対策を実施する。

・生活系負荷対策…農業集落排水処理施設・合併処理浄化槽の整備促進、

単独処理浄化槽の合併処理化の推進、高度処理の導入促進、

適正な維持管理の徹底

・畜産系負荷対策…家畜ふん尿の堆肥化の促進

・産業系負荷対策…規制基準等の遵守の徹底、

小規模事業場に対する負荷量の削減指導

・湖内対策…………底層水曝気循環、魚体捕獲、しゅんせつ



４ 地下水汚染対策
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素にかかる水質汚濁対、

策マニュアル」に基づき、発生源を特定するための調査を実施するとともに、その結果を

踏まえて汚染対策を推進し、汚染の解消を図る。

５ 土壌汚染対策
・平成１５年１月施行予定の土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査や健康被害対策等が確

実に行われるよう、土地所有者等に対する指導等を適切に行っていく。

６ 騒音・振動対策
(1) 自動車騒音・振動対策

① 交通需要の調整低減

・共同輸配送の推進、物流拠点の整備等物流の合理化や、海運・鉄道の利用等モーダル

シフトを促進する。

・公共車両優先システム(ＰＴＰＳ)の整備等新交通管理システム(ＵＴＭＳ)の導入を進

めるとともに、歩道、自転車道、駐輪場の整備等を推進する。

② 交通流対策

・交通の分散や道路機能の分化を図るため、バイパス道路の整備や迂回対策を推進する

とともに、交差点改良、立体交差化等を推進する。

・交通管制システムの整備、道路交通情報の提供等、新交通管理システム(ＵＴＭＳ)の

活用を図る。

③ 道路構造等の改善

・遮音壁の設置、低騒音舗装の採用等を推進する。

(2) 鉄道騒音・振動対策
「１主要課題への対応(1)交通公害②山陽新幹線鉄道沿線における騒音対策」における記

述内容に同じ。

(3) 空港環境対策
① 発生源対策

・効果の大きい低騒音型航空機材の導入の促進を図る。

② 空港周辺対策

・ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づき、「

騒音の大きさに応じた騒音対策事業を一層推進する。

・国土交通省の補助事業である周辺環境基盤施設整備事業について、公園、緑道等の整

備を積極的に推進する。

・空港周辺整備機構による、再開発整備事業、代替地造成事業をはじめ、移転補償、緑

地造成事業、民家防音事業を行う。

③ 住居等移転対策及び営業者対策

・住居等を移転する者に対し利子補給を行うとともに、移転補償事業の進捗により経営に

支障が生じている小規模企業者に対し、資金のあっせん融資、融資に伴う信用保証料の

助成及び利子補給を行う。

７ 地盤沈下対策
・地下水の利用については極力抑制することとし、工業用水採取の自主規制の継続、地下水の

代替水源の確保、工業用水事業及び上水道事業の整備、推進などを実施する。



８ 悪臭対策
・立ち入り検査、苦情処理等により、規制基準の遵守、施設管理の指導及び野外焼却の禁止等

適正な廃棄物の処理等指導を図る。

・関係機関と連絡を密にし 指導の強化に努めるとともに 悪臭防止施設の整備等については、 、 、

公害除去施設資金等の融資制度の活用を促し、対策の促進を図る。

９ 化学物質対策
(1) ダイオキシン類対策

・環境汚染の状況を把握するため、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき常時監視を実施

する。

・同法に基づき、施設の設置の届出時にダイオキシン類の発生抑制等を指導するとともに、

立入検査を実施し、排出規制基準の徹底、施設の改善指導等を行う。

(2) 外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)対策
・国が優先してリスク評価に取り組むとした物質等について 引き続き環境調査を実施する、 。

(3) ゴルフ場で使用される農薬等による水質汚濁対策
・ ゴルフ場における農薬等の安全指導に関する指導要綱」に基づき、農薬の適正使用や使「

用量の削減について指導を行うとともに、水質調査を実施する。

(4) ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)対策
・液状ＰＣＢ廃棄物を全国で初めて処理した経験があること等を踏まえ、広域的なＰＣＢ

廃棄物処理施設の整備を検討する。

(5) 化学物質総合管理の推進

・ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 （ＰＲＴ「 」

Ｒ法）に基づく事業者からの届出を受け付け、化学物質の有害性等の情報収集及び科学的

知見の充実等を図る。

１０ 廃棄物・リサイクル対策
(1) 廃棄物の発生抑制及び循環資源の適正利用の促進

① 環境と調和した県民のライフスタイルの実現への支援

・様々な機会・段階を通じた情報提供や啓発活動を行うとともに、５Ｒ(reduce、reuse、

recycle、refuse、repair)生活を支える受け皿の整備を促進する。

② 事業者の自主的な取組の推進

・廃棄物処理法の規定に基づき、多量の排出事業者への指導を通じて、産業廃棄物の排

出量の削減、有効利用の促進を図る。

③ 個別品目ごとのリサイクルの推進

・廃家電について、本県では、兵庫県電機商業組合が中心となって、販売店に引取義務

のない廃家電も販売店で引き取るという兵庫方式を導入し、県民の利便性に配慮した

取組を行っており、同方式を継続して支援し、円滑な廃家電のリサイクルを推進する。

・建設廃棄物について、建設リサイクル法を受けた「兵庫県における特定建設資材に係

る分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」に基

づき、再生資源の有効な利用及び廃棄物の減量等を促進する。

・食品廃棄物について 「食のゼロエミッション推進基本計画」に基づき、総合的フード、

システムの確立と複合バイオマスの利用促進を図る。

④ 広域リサイクル拠点整備の促進

・臨海部の遊休地や既存インフラと民間活力を積極的に活用した広域的なリサイクル拠

点の整備を進める。



(2) 廃棄物の適正な処理の推進

・廃棄物の不適正処理に起因する大気汚染、水質汚濁等の公害の防止を図るため、環境へ

の配慮を十分に行いながら、廃棄物の処理機能の整備拡充を図る。

１１ 土地利用対策
・ 兵庫県国土利用計画 「兵庫県土地利用基本計画 「ひょうご都市整備基本方針」等県土の「 」、 」、

利用について定めた基本方針に沿って、各種土地利用関係法令等の的確な運用を図り、適正

かつ合理的な土地利用に努めるとともに、公害を防止し、良好な生活環境を保全するため、

適切な土地対策を講じる。

・集落及びその周辺区域の土地利用を整序し、環境の保全が図られるよう、市町及び住民組織

が策定する土地利用計画に基づく開発許可制度等の運用を図る。

・都市計画などを通じて、県民がマイカーに依存する度合いを減らすため、自転車道や公共交

通機関の拡充、パーク・アンド・ライド施設の整備、さらには職住近接型・買物等利便型な

どの“人間サイズのまちづくり “環境にやさしいまちづくり”を進める。”、

・ 環境の保全と創造に関する条例」に基づき、道路、学校、官公庁、工場等における敷地や屋「

上等の緑化を推進する。

・産業構造の変化等によって遊休地化した工場跡地等を、水と緑豊かな環境に回復・創造し、

快適な生活環境を創出するとともに 環境関連産業の集積による地域経済の活性化を図る 尼、 「

崎２１世紀の森」を推進する。

１２ 監視・観測体制の整備及び調査研究等の充実
・大気汚染及び水質汚濁の常時監視等調査を継続していくとともに、必要に応じて新たな体制

整備を行い、適切な監視体制の維持に努める。

・県立健康環境科学研究センター、県立工業技術センター、県立農林水産技術総合センター及

び市の研究機関等における調査研究の拡充、強化を図っていく。

１３ 環境影響評価等
・規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業の実施に当たっては、環境影響評

価法及び環境影響評価に関する条例に基づく環境影響評価制度の適正な運用を図る。

・環境影響評価に当たっては、ミティゲーション（環境影響の回避、最小化、修正、軽減及び

代償）の考え方に基づき、適切な対策を講ずる。

・個別の事業の上位にある計画や施策の立案段階において、環境への配慮を組み入れる仕組み

である「戦略的環境アセスメント」の導入を検討する。

１４ 環境保健対策・公害紛争処理・環境犯罪対策
・大気汚染による公害健康被害者対策として、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、

認定された患者に対する補償給付及び公害保健福祉事業を実施する。

・公害紛争処理法の規定に基づく兵庫県公害審査会を通じて公害に係る紛争のあっせん、調停

及び仲裁を適切に実施し、紛争の解決に当たっていく。

・県の廃棄物対策関係部局、国の廃棄物対策関係機関、市町及び関係団体で構成する「兵庫県

不法投棄防止対策協議会」を開催し、廃棄物対策の総合的な施策の検討を行う。

・県民局に不法処理監視員を配置し、産業廃棄物の不法投棄に対する管内パトロールを実施す

るとともに、事業所への立入検査の強化・充実や原状回復基金制度の活用を図ることにより

不適正処理の防止を図る。



第３章 自然環境及び地球環境の保全

１ 公害防止計画を進める上での自然環境の保全
・道路、公園等の社会資本の整備に際して 「環境配慮指針」や「環境適応施設計画指針」に、

基づき、貴重な動植物の保全、地域の生態系の保全、周辺自然環境との調和等について配慮

を行う。

・土石採取事業の実施に際しては 「環境の保全と創造に関する条例」に基づく土石採取等遵、

守基準に基づき、採取等区域の緑化行う。

２ 公害防止施策の実施を通じた地球環境の保全
・公害防止施策の実施に際し 「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」に基づき、県民・事業者、

・行政の参画と協働の下、温暖化防止対策に取り組むほか 「グリーンエネルギー推進プロ、

グラム」により、一層の省エネルギー対策や太陽光発電、風力発電等の新エネルギーの導

入推進を図る。

・酸性雨の原因物質といわれている硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出量を抑制するため、大気

汚染防止法及び「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」に基づく対策を推進する。

・道路、公園等の社会資本の整備に際し 「環境配慮指針」に基づき、資源・エネルギーの有、

効活用を通じた地球環境の保全等を行う。

第４章 各主体の自主的積極的取組に対する支援施策

１ 各主体の取組
(1) 地方公共団体の取組

・本計画の主要な推進者としての地方公共団体は、地域の自然的社会的条件に応じて、公害

の防止はもとより、循環と共生を基調とした地域づくりに配慮し、公害防止に係る諸施策

を総合的計画的に推進する。

(2) 事業者の取組
・事業活動に当たって、公害防止のための取組はもとより、資源・エネルギーの効率的利用

や廃棄物の削減、生産工程や流通過程における環境負荷の低減等、製品やサービスのライ

フサイクル全体にわたる取組を実施する。

(3) 住民の取組

・人間と環境の関わりについての理解を深めるとともに、自己の行動への環境配慮の織り込

みに努め、日常生活に起因する環境への負荷の低減に努めることが必要であり、身近な環

境をよりよいものにしていくための行動を自主的積極的に進める。

(4) 民間団体の取組

・各主体と協力・連携を図りつつ、専門的な知識や技術を活かし、環境保全のための多様な

取組を実施する。

２ 環境教育・環境学習等の推進
・各主体が環境学習・教育を通して、環境に対する意識を高め、環境にやさしいライフスタイ

ルを提案し、県民の共通認識として 「ひょうごエコ・ライフスタイル」を創造する。、

・環境関連施設での学習や豊かな自然環境などにふれる体験型の環境学習の機会を提供するエ

コツーリズムを推進する。



第５章 計画の効果的実施

１ 計画の推進体制と各主体の連携
・計画の推進に当たっては、国の関係機関、県の関係部局、関連する市町等からなる推進体制

を整備し、計画推進主体間の連携を図り、計画の効果的な実施を図る。

・公害関係法令を補完するものとして主要事業所と締結している環境保全(公害防止)協定につ

いて、地球環境問題や産業廃棄物の増大など新たな環境問題に対応した新協定への見直しを

図る。

２ 経費の概要
・本計画に基づく平成14年度から平成18年度までの５年間に要する費用は、事業者が事業活動

による公害を防止するために要する経費が約190億円、地方公共団体等が主体となって講じ

る措置に要する経費は 公害対策事業約4,000億円 公害関連事業約3,300億円と見込まれる、 、 。

３ 計画の進捗状況の点検
・施策の進捗状況及び環境の状況等を把握するため、毎年度の状況調査、計画の中間年度の点

検を実施して問題点・課題を抽出し、施策の再点検を行う。

・計画終了時において最終報告を行い、適切な進行管理とともに明確な分析評価を実施する。



（別表）計画の目標

区 分 項 目 目 標

１大気汚染 浮遊粒子状物質 「大気の汚染に係る環境基準

光化学オキシダント について （昭和48年５月８日」

環境庁告示第25号）第１に定

める環境基準

二酸化窒素 「二酸化窒素に係る環境基準

について （昭和53年７月11日」

環境庁告示第38号）第１に定

める環境基準及び第２の２

２水質 (1)健康 ア地下水 シス-1,2-ジクロロエチレン 「地下水の水質汚濁に係る環

汚濁 項目 1,1-ジクロロエチレン 境基準について （平成９年３」

トリクロロエチレン 月13日環境庁告示第10号）第

テトラクロロエチレン １に定める基準値

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

(2)生活 ア河川 生物化学的酸素要求量 「水質汚濁に係る環境基準に

環境 イ湖沼 化学的酸素要求量 ついて （昭和46年12月28日環」

項目 ウ海域 化学的酸素要求量 境庁告示第59号）第１の２の

全窒素 (1)に定める基準値

全燐

３騒音 騒音 ｢騒音に係る環境基準につい

て｣（平成10年９月30日環境庁

告示第64号）第１に定める基

準値

航空機騒音 「航空機騒音に係る環境基準

について （昭和48年12月27日」

環境庁告示第154号）第１に定

める基準値

新幹線鉄道騒音 「新幹線鉄道騒音に係る環境

基準について （昭和50年７月」

29日環境庁告示第46号）第１

に定める基準値


